
厚生労働大臣許可番号　14－ユ－300367

横浜市母子家庭等就業・自立支援センター

登録番号

（フリガナ）

企業名・運営主体

ＴＥＬ FAX

事業内容

役職/代表者名 従業員数

設立年 資本金

＜求人要件＞

職種 求人数 ２人 雇用形態

(雇入れ直後)
賃金形態

基本給

（変更の範囲)

  あり ・ なし　　                               　　　　　円

年齢

合計

あり なし 通勤手当

賃金締切日

賃金支払日

昇給

加入保険

退職金制度

休憩時間 退職金共済

時間外労働時間 定年制度

受動喫煙 応募書類

受付期間

受付方法

採否通知

  なし　あり  ( 月平均  5時間 )

対策あり (場所:野外、ルーフバルコニー）・対策なし(喫煙可)

現場は主に、横浜市内です。

賞与
（変更の範囲)

休日等
土・日・祝日GW・夏季休暇・年末年始
会社カレンダーによる

随時

    電話　 郵送　 Eメール　持参　 その他 (                 )

特記事項
補足事項

スキルUPし資格取得したい方!!
CAD等未経験の方には親切に指導いたします。
元気と真面目でやる気のある方!!お子様の急な病気にも対応します。
器の大きな優しい社長と懐の深い受付の女性で、お待ちしてます。

選考方法
   書類選考　  面接 (     回)    筆記試験

    その他 (                                                               )

面接後7日以内

勤務時間
8:00 ～ 17:00
※現場により変更あり

試用期間
　期間 (             ３ヶ月 　　　　　  )

試用期間中の労働条件　　　　　　同条件

就業場所

(事業所名)

(雇入れ直後の所在地)

1.5H

不問 ・制限あり （年齢制限理由　　　　　　　　                  )

円

採用担当者

その他の
手当等

資格手当（実績による） 200,000円

必要な経験・免
許・資格・学歴
PCスキル等

1級・2級土木施工管理技士優遇
普通自動車運転免許必須　　PC基本操作の出来る方
施工管理の資格取得に意欲のある方!! ★資格補助制度あり 学問不
問

手当 円

　　　　　               240,000  円  ～　400,000円

雇用期間

期間の定めなし ・ 期間の定めあり  (     　 年　　 月  ～　　　　年　　　月 ) 手当 円

契約の更新　あり   (更新基準 :                                                              ）

固定残業代
更新上限　あり ・ なし  (通算契約期間の上限 :　年/ 更新回数の上限　 　回)

特記事項 :    　　 

ユウゲンガイシャ　ユウキドボク 選考（就業）場所までの略図（最寄の駅・バス停からの道順）

有限会社　友希土木

1993年6月 2,000万円

・現場の保安の対応 等
・公共へ提出の書類作成・作業の手配等々
PCは必須ですが、苦手がなければ大丈夫です。

　変更なし

所在地
〒232-0016
横浜市南区宮本町4丁目91番　4階Ｂ号

土木工事業・とび土工・舗装・水道施設・法面整正

石橋　昭彦 26名

　　　　　　　市営地下鉄線 蒔田駅 徒歩5分

土木施工管理技士 　　正規 ・契約 ・有期パート ・無期パート ・有期派遣 ・無期派遣

業務内容

　　月給・日給・時給・年俸制・その他 (                            )

賃金

　　　　                  240,000 円  〜　400,000 円

定額的に
支払われる

手当

手当

 求人申込書（求人票） ＜横浜市委託職業紹介事業＞

＜求人事業所の概要＞

22-015 雇用保険事業所番号 25-02431401-618215-4 受付番号

毎月　　　　　　月末

  実費あり 　   あり  (上限　月額10,000円まで）　     なし

　 やむおえず残業が生じた場合
　　　                　　  支給致します

　  紹介状 ・ 履歴書 ・職務経歴書 ・その他 (                    )

あり

　 加入　　 未加入

　 あり　     なし　     ( 勤続2年以上)

　雇用     労災     健康     厚生    その他 (                ）

あり（前年度実績あり）

毎年度実績　　10,000円〜　　　　　

毎月　　　　　　翌月15日


